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　松本市の中心市街地には、昭和の初期

に流行した「看板建築」と呼ばれるレト

ロな建物が数多く残っています。

　看板建築とは、茅野市出身の建築史家

の藤森照信氏が命名して、次第に定着し

た名称で、関東大震災後の復興の過程で

誕生した、建物の表面をモルタルやタイ

ルなどで洋風に装飾した商店建築のこと

です。

（横沢敏編集委員）
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　昨年12月24日に閣議決定された「平成28年度税制改正の大綱」は、経済の好循環を確実なも

のとする観点から成長志向の法人税改革（実効税率の引下げ等）を行うとともに、消費税率引

上げに伴う低所得者への配慮として、平成29年４月から消費税に軽減税率を導入することなど

が盛り込まれました。

　一方、国の予算面を見ると、歳入では、柱となる税収を約57兆６千億円と見込み、財源不足

を補う新規国債は約34兆４千億円としています。国債発行額は３年連続で減額し、公債依存度

も35.6％へと下がる見込みです。また、財政健全化計画に盛り込まれている歳出増抑制の目標

を守るため、高齢化に伴う社会保障費の伸びを、27年度当初予算比1.4％増に抑えた約32兆円と

しました。ただし、消費税の軽減税率で見込まれる税収減を補う策は先送りされたほか、財政

の立て直しを税の自然増収に頼る現状には変わりありません。

　これら、28年度税制改正の大綱の内容と現状などを踏まえ、次の二つをおうかがいします。
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【法人実効税率を下げた不足分をどこから補うのか／直間比率の見直し／担税力に応じた負担／法人税改
革は望ましい／他、無回答、複数回答等】
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【消費の落ち込み／増税分が有効に使われるか･将来の安心につながるのか／税率引上げを当面凍結す
る／売上は必ず落ちる／軽減税率に反対／個別対応方式による区分処理が複雑になりすぎる／税率引上
げが更なる景気低迷につながらないことを祈る／他、無回答等】
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減価償却制度の見直しについて

〔会社の税務 よろず相談室�〕法人税その40

�　平成28年度税制改正により、減価償却制度の一部
が見直しされたと聞きました。こちらの概要について
教えて下さい。
�　
概要と適用時期
　平成28年度税制改正により、これまで定額法と定率
法の２種類あった建物附属設備と構築物の減価償却方
法が、「課税べ－ス拡大」の観点から「定額法」に一本
化されることになりました。平成28年４月１日以後取
得分より適用されることになります。
　建物附属設備とは、昇降機設備や電気・ガス設備等
のこと（建物と一体となって機能を発揮する附属設備）
を指し、構築物とは舗装道路、貯水池など土地の上に
定着した建造物、土木設備、工作物を指します。今回
はその２点についての改正になりました。

取得日ベースで判定
　この改正は平成28年４月１日以後に取得する建物附
属設備と構築物について適用されるため、同日前に取
得を行っていれば実際に事業のために使用する日（事
業供用日）が同日以後であっても、従前どおり、定率
法により減価償却することが可能となります。
既存資産に対する資本的支出
　平成28年３月31日以前に取得した建物附属設備と構
築物については定率法により減価償却を行っている会
社も多いものと思われます。しかし、このように定率

法により減価償却を行っている既存の建物附属設備や
構築物に対する平成28年４月１日以後の資本的支出に
ついても、今後は定額法に一本化されることになりま
した。例えば、平成20年度中に、取得したエレべ－タ
ー設備（建物附属設備）についてこれまで定率法によ
り減価償却を行ってきた場合であっても、平成28年４
月１日に駆動装置を新品に交換した場合は、その改良
工事については定額法により減価償却することになり
ます。
平成10年度税制改正との違い
　建物の減価償却方法が定額法に一本化されたのは、
平成10年度税制改正においてですが、その際には、適
用日前に定率法で償却していた建物について適用日以
後に行った資本的支出の償却方法が定額法に強制され
ることはありませんでした。
　しかしながら、現行法令における資本的支出は、新
規資産の取得とみなすことが原則とされるため、取得
日が平成28年４月１日以後の資本的支出についても減
価償却方法は定額法で一本化されます。
　したがって、従来定率法を採用していたケースでは
資本的支出の対象となった建物附属設備あるいは構築
物と、それに対して実施した資本的支出は減価償却方
法が異なることとなり、種類及び耐用年数が同じであ
っても償却限度額のグルーピング計算は行えないこと
になりますので注意が必要です。
（参考）

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、藤澤利幸グループ稿）（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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改正後改正前

定額法定額法建物

定額法定額法・定率法建物附属設備

定額法定額法・定率法構築物

定額法・定率法定額法・定率法機械及び装置
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　安曇野市の㈲二木工業様
は、昭和42年に創業されア
ルマイト処理を中心とした

アルミニウム表面処理を手掛ける会社です。12年前お
父様の後を継ぎ２代目社長に就任されました。
　アルミニウムは軽く加工しやすくリサイクル性が高
い等の優れた特性を持ちますが、表面が柔らかくキズ
が付きやすい材料でもあります。これをアルマイト処
理することで、表面硬度が増して優れた性能が加わり、
また黒・ゴールド・ブルーなどの着色も可能となりま
す。こうした処理が施された部品は、身近な家電用品
をはじめ、医療器具、自動車といった様々な製品に欠
かせないものとなっています。二木工業様では現在、
とりわけ産業機械で使われるパーツを多く手掛けてい
るそうです。
　精度が求められる仕事ですが、
製造工程の数値化を図りつつも、
高い技術を持つ社員の方々の感
性を大切にすると共に、お客様
と連絡を密にすることで、間違
いを起こさないことを心掛けて
いらっしゃいます。
　大変緊張感のある毎日ですが、
「リラックスする時は？」とお
尋ねすると「休日を家族と過ご
すこと」と即答して下さいまし
た。しばし遠ざかっていた趣味
のハングライダーで再び大空を
翔る日を楽しみにされるアクテ
ィブな二木社長です。

（忠地恵子編集委員）

「製造業を支える縁の下の力もち」

���������������
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 　　　　　　　代表取締役　�������

　長野自動車道梓川サービスエリア下り線にある
「レストランあづみ野」で、ホールリーダーとして
働いています。接客業は初めてでしたので、不安
もありましたが、人と接することは嫌いではなく、
話すことは好きでしたので、８年間毎日充実して
います。
　場所柄、朝の７時から夜の10時まで年中無休の営
業で、ほとんどは県外など遠方からのお客様をお迎
えしていますが、言葉遣いや習慣・価値観の違いか
ら戸惑うことも多く、そんな中でもお一人お一人に
合わせた対応を心掛けています。レストランで過
ごす時間は、長距離運転の憩いのひと時ですので、
楽しく食事をされて、ハンドルを握るときにはより
リフレッシュしていただけるように願っています。
　おすすめのメニューはおそばで、自分も初めて
ここでおいしさに目覚めましたが、信州そばの名
に恥じない味わいは、県外の方の高い期待にもこ
たえています。
　休日には身近な里山での山歩きを楽しむことが
多かったのですが、熊の出没が増えたことをきっ
かけに、最近はもっぱらもうすぐ２歳になる孫の
相手で癒されています。　　（横沢敏編集委員）

���������
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レストランあづみ野
アルプスシャツ㈱　フード事業部
長野自動車道梓川サービスエリア（下り線）

　��������
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　平成29年４月１日から労働審判が長野地方裁判所松
本支部で実施されます。長野県弁護士会が一体となり
取り組み、県議会や、中南信地域全自治体の議会にお
ける意見書採択、弁政連の協力、各団体（労働者、経
営者双方）の協力を得て実現に至ったもので、松本法
人会も一役を担っております。

１．活動の詳細
（１）長野県弁護士会総会決議の採択
　　平成23年９月21日　松本在住会に「松本支部労働

審判開設準備会」発足。政治団体、
労働団体への働きかけ。

　　平成24年６月　長野県弁護士会定期総会にて決議
可決。

（２）意見書の採択
　　平成24年６月～10月　パンフレット完成し、各団

体（政治、労働）に配布し、長野
県議会及び最高裁判所に対する要
望書への署名依頼。

　　　（協力要請団体）
　　　　○企業団体

各地の商工会議所、商工会、法人会、青年
会議所、長野県商工会連合会、長野県商工
会議所連合会、長野県経営者協会、長野県
中小企業団体中央会

　　　　○労働者団体
地区労連、県労連、連合長野、労働者福祉
協議会

　　平成24年11月30日　長野県議会において意見書採
択。

　　平成24年12月12日　松本市議会において意見書採
択。

２．個別労働者紛争と労働審判
（１）社会経済情勢の悪化に伴い、使用者側と個々の

労働者との紛争が増加しており、簡易かつ迅速に
個別労働者紛争を解決する制度として、平成18年
に発足した裁判所の労働審判がありますが、解雇
や給料の未払といった、事業主と個々の労働者と
の間の労働に関するトラブルを、迅速、適正かつ
実効的に解決することを目的として、地方裁判所

で実施される手続です。
（２）労働審判は、県内６箇所にある支部では扱わず、

原則として裁判所本庁（長野市）でしか扱ってい
ませんでしたが、中南信の方々が容易に労働審判
を利用できるよう、まず松本支部で労働審判が開
設されることになり、労働者にとっても使用者に
とっても大変喜ばしい事であります。（まちのラ
イフラインとして地域司法基盤の充実）

（３）労働審判では、裁判官（労働審判官）１名と労働
関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審
判員２名の、合計３名で構成される労働審判委員
会が、双方の言い分を聞きながら、適宜調停（話
し合い）による解決を打診し、調停ができない場
合には、審判という形で一定の結論を下します。

（４）裁判のように法律上の主張を厳密に組み立てな
くとも、手続に参加することができますし、話し
合いを基本とした手続ですので、事案の実情に応
じた柔軟な紛争の解決を行うこともできます。

３．労働紛争の司法統計
（１）東北信と中南信の民事上の個別労働紛争相談件

数を比較しますと、双方ともほぼ同数の相談件数
（平成24年度で、東北信は2670件、中南信では2917
件）ですが中南信の相談件数が急増しています。

（２）東北信と中南信とのあっせん申請件数を比較し
ますと、平成24年度では、東北信103件対中南信95
件となり、中南信の申請件数の増加が目につき、
あっせんの次の段階での解決、とりわけ労働審判
での解決が大変期待されます。

（３）労働審判の事件件数は急速に増加しています。
それだけ、労働問題の解決の必要性は高まってお
り、この制度の有効性が認められています。
　全国では、平成18年877件、平成19年1494件、平
成20年2052件、平成21年3468件と増加し、平成24
年3719件、平成25年3678件、平成26年3146件とな
っています。

（４）長野地方裁判所では、平成18年11件、平成19年
14件、平成20年23件、平成21年16件、平成22年40
件、平成23年26件、平成24年34件、平成25年25件、平
成26年29件となっています。
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　皆様のお知り合いをご紹介いただき、法人会にご入
会いただいていない方に当会から入会のお勧めをする
運動です。
　
�����������������������

　松本市、塩尻市、安曇野市、朝日村、生坂村、麻績
村、筑北村、山形村に所在する事業所であれば、法人・
個人を問いません。支店や営業所などもけっこうです。
ご紹介先は当会加入の有無を問いませんので、お気軽
にご返信をお願いいたします。
　
�����������������������

　本号折込のチラシにご記入の上、５月末日までに返

信くださるようお願い申しあげます。
（以降、チラシ折込は８月と10月の予定）

�����������	
������

特典その１

　ご協力いただいた方限定「法人会 やまびこ運動協力
シール」を差し上げます！
　当会の研修会などにご出席の際お渡しする「出席票」
シール同様、決算申告時に出席票貼付台紙（松本法人
会会員証明書）に貼って税務署に提出してください。
　「法人会 やまびこ運動協力シール」は今回のご協力
者に限り発行し、松本税務署でも認識していただくこ
とになっております。

特典その２

　当会広報誌『まつもとほうじん』へのチラシ折込サ
ービスご利用時の特別割引料金適用！

　通常会員料金15,000円⇒������

　ご紹介先の返信の際、本サービスご利用についてお知
らせください。概要は４月号の本紙に折込のチラシを
ご参照くださるか、事務局までお問い合わせください。
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����������

������
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４．労働審判のメリットとは
①審理が最大３回以内（約３カ月）のため、迅速な解
決が可能。
②民事訴訟と比べ安い費用（半額）でできる。
③個人でも申立て、勝つことが可能。
④労働局の「あっせん」より強制力がある。
⑤ある程度の融通が利く。
⑥解決率が高い。
⑦和解（調停）が困難な場合には審判が出されて、法
的効力が発揮される。
⑧審判結果に不服ならば、通常訴訟へ移ることができる。
⑨労働問題専門の制度。
⑩万が一負けたとしても、費用・時間などが「大損」
にはならない。
⑪相手を交渉の場につかせることができる。
⑫審理期間が短いため、最初に証拠を集中してそろえ

る必要がある。
　などであります。

５．労働審判のデメリットとは
①請求金額が満額もらえるのはレアケース。
②通常訴訟へ移った場合、申立書以外は一からやり直し。
③集団での申立はできず、あくまで個人vs会社。
④申立が地方裁判所のみ。
⑤地域によって
審判委員会の
質がマチマチ。

⑥解決後、内容
の公表ができ
ない。

　などでありま
す。

三浦法律事務所
���������三 浦 守 孝
�����������������	�
�
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　江戸時代から商都として発展した松本市では、
早くから都会の流行に敏感で、街道筋の商店街を
華やかに飾ってきました。
　度重なる再開発の中で、町並みは近代化してき
ましたが、と
ころどころに
残る時代の記
憶を宿す懐か
しい建物には、
あわせて美し
いデザイン性
を見出すこと
ができます。

　新緑に包ま
れるこの季節
に、工芸から
クラフトへと
つながるもの
づくりの街が
生み出した、
ちょっと不思
議な風景を探
す街歩きはい
かがでしょう
か。
（横沢　敏　

編集委員）

　４月26日、青年部
第41回通常総会が開
催されました。総会
では提出された各議
案が承認され、新た
に平成28年度事業が

スタートしました。総会終了
後には松本税務署小林副署長
さんの税務講話を拝聴しまし
た。祝賀会も盛大に催され、
青年部らしいにぎやかな総会
となりました。

　女性部第37回通常総会が４月
18日に開催され、前年度事業/収
支報告、本年度事業/予算計画と
いった各議案が承認されました。
総会に引き続き、葉月千里さん

（ピアノ：山崎さ
だみさん）をお迎
えし、シャンソン
コンサートを開催。
続く祝賀会も大い
に盛り上がりまし
た。

� ����������������������������������������������������������������������������������������
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福利厚生のページ
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５月の予定
９日税制委グループ会議　10日上高地・白骨温泉
旅館部会総会・税務研修会　11日女性部幹事会、
青年部第六委･幹事会　12日税務入門(おさらい)
講座　13日正副会長会、理事会　17日朝日部会税
務研修会・総会　18日安曇部会総会、税務研修会
19日三郷部会総会、税務研修会　20日山形部会税

務研修会･総会　23日堀金部会総会、税務研修会　
24日波田部会税務研修会、総会　25日梓川部会総
会・税務研修会　27日決算説明会　30日川手部会
総会、税務研修会

決算説明会（法人税・消費税の説明会/４月決算法人対象）
５月27日�　午後２時より
　　　　　　　　　　　　　　大同生命ビル１階　第一会議室

　平成28年度の自動車税の納期限は５月31日（火）です。自動車税は必ず納期限までに納めましょう。
� �������������������������

　自動車税は４月１日午前０時に自動車を所有している方に課税されます。お手元に届けられる納税通知
書により、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは地方事務所税務課で納付してください。
　なお、コンビニエンスストアなら24時間いつでも納付することができますのでご利用ください。

� ���������������������������������������������������������������������������

　自動車税を納めていただいた際にお渡しする領収書には「納税証明書」がついています。これは、継続
検査（車検）を受けるときに必要となりますので、車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。
なお、「納税通知書が届かない」「所有していない自動車の納税通知書が届いた」「身体障害者等の減免を受
けたい」などのご相談は、松本地方事務所税務課　電話（０２６３）４０－１９０５（直通）までお問い合わせくだ
さい。
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　当会親睦事業開催時にお預かりした「チャリティー
募金」を原資の一部として、2016シーズンも松本山雅
ＦＣへのサポート(パートナーカンパニー 10)を実施し
ております。　
　その返礼としていただきました主催試合観戦チケッ
トをご希望される方に抽選でプレゼントいたします。
下記方法にてご応募下さいますようお願い申し上げま
す。
【応募方法】
　①お名前　②企業名　③ご連絡先（住所・電話番号）
④ご希望される試合※お一人様１試合とさせていただ
きます。下の『対戦スケジュール』をご確認いただき、
「試合日時」と「対戦チーム」をご記入下さい 。（ご
希望の試合に外れても、他の試合に当選される場合も
ございます。）
　上記４項目をご記入いただき、法人会事務局にＦＡ

� �����

Ｘ（36－0839）で、５月20日(金)までにご返信いただ
� �����������������������������������

きますようお願い申し上げます。（当選者の発表はチ
� �������������������

ケットの発送をもって代えさせていただきます。）
� �������������������������������������������������

【注意点】
・チケットは会場：アルウィン/ホーム自由席です。
・各試合チケットは２枚ございます。１名の方にペア
でプレゼント。

・今回は６月４日[vsギラハヴァンツ北九州]～８月１１
日[vsＦＣ岐阜]までのチケットです。以降の試合は
後日ご案内いたします。

【お問い合せ】
　法人会事務局（電話：0263-35-8080）

キックオフ時間対戦チーム試合日節
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『対戦スケジュール』
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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

話
題
が
大
き
く
報
道
さ
れ
、

良
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
盛
り
上
が
り
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
近
々
に
は
リ
オ
で
開
催
さ
れ

る
大
会
も
大
い
に
楽
し
み
に
、
地
球
の
半
分
以

上
離
れ
た
遠
い
国
に
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

す
で
に
選
手
が
選
ば
れ
、
世
界
の
頂
点
へ
と
、

自
分
の
全
て
を
か
け
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ま
れ

る
日
々
の
事
で
し
ょ
う
。
は
げ
し
い
メ
ニ
ュ
ー

を
こ
な
す
中
で
、
怪
我
に
あ
わ
れ
る
事
も
…
。

長
年
、
最
高
の
舞
台
に
立
つ
事
を
め
ざ
し
、
自

分
の
為
、
そ
し
て
何
よ
り
応
援
し
続
け
て
体
も

心
も
支
え
て
く
れ
る
人
々
の
為
頑
張
っ
て
来
た

の
に
。
な
ぜ
今
、
な
ぜ
自
分
が
と
悲
し
く
、
悔

し
い
気
持
ち
。
な
ぐ
さ
め
る
言
葉
も
見
あ
た
り

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
次
回
は
自
分
の
国
、
日
本
で
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
着
々
と
準
備
さ
れ
、
活
躍
の
ス

テ
ー
ジ
が
待
っ
て
い
ま
す
。
災
害
、
紛
争
、
経

済
不
安
等
、
心
が
萎
え
て
し
ま
う
様
な
暮
ら
し

の
中
、
ス
ポ
ー
ツ
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
希
望

の
光
、
生
き
る
力
を
私
達
は
心
か
ら
求
め
て
い

ま
す
。
応
援
し
て
い
ま
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
も
感

じ
て
い
ま
す
「
自
分
も
チ
ー
ム
の
一
員
！
」
と
。

（
忠
地
）

（
本
号
編
集
委
員：

　
　

忠
地
恵
子
、

　
　

横
沢　

敏
）

◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839
編集人　 塚 田 哲 夫
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）

印刷所　信州印刷株式会社

�
�
�
�

八坂神社のよいそれ
(安曇野市豊科)

　安曇野市豊科では
毎年９月に「よいそ
れ」の伝統祭事が行
われます。子供達の
学業成就や健やかな
成長を願い、自分達
で絵付けをした灯篭
に灯りをともし、す
すきを付け、「よー

いそーれ」と声をかけ街を練り歩き、氏神様に祈りを
捧げます。　　　　　　　　　（忠地恵子編集委員）

第
五
十
六
回
松
本
市
芸
術
文
化
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市
民
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芸
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品
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○
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本
市
長
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